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推　進　体　制

　男女共同参画社会の実現に向けた施策・事業を推進していくためには、行政が主体的・
先導的に果たす役割が大きく、その取組みは行政のあらゆる分野にわたるため、全ての職
員が男女共同参画社会の実現を目指すという共通認識を持つことが重要であり、全庁体
制で推進します。

町民の役割町民の役割

　男女共同参画社会の実現のためには、住民が家庭や地域・職場などにおいて自発的か
つ主体的な行動をとることが必要です。住民が行動しやすい環境を整えられるよう、町で
は広報・啓発活動を行います。

事業所等の役割事業所等の役割

　町内の事業所、団体などが、男女共同参画社会の必要性・重要性を認識し、法律の精神
を踏まえて主体的に取り組むとともに、行政が行う男女共同参画に係る取組への協力に
期待します。

教育関係者の役割教育関係者の役割

　男女平等に配慮した教育課程や日頃の生活指導など、法の理念に沿った教育に配慮す
る必要があります。

国・県、近隣の自治体等関係機関との連携国・県、近隣の自治体等関係機関との連携

　本計画を推進していくにあたり、国・県や近隣自治体等との連携に努めます。

点検と評価点検と評価

　ＰＤＣＡサイクルにより計画の進行管理を行います。
　各事業ごとに目標を設定し達成に向けて取り組み、年度ごとに進捗状況の調査及び評
価を行います。また、その結果は国・県等の動向を踏まえ、次期計画へ反映させます。

男女が互いを認め合い、
        支え合い、
一人ひとりが自分らしく
        活躍できる酒々井町

概要版



男女共同参画社会とは 計画の体系

計画の期間

計画の位置づけ

計画策定の趣旨

　「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動
に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享
受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です。
（男女共同参画社会基本法第２条）

　酒々井町では第６次酒々井町総合計画に定めた将来都市像「人　自然　歴史　文化が調和
した活力あふれるまち　酒々井」を築いていくため、男女が互いにその人権を尊重しつつ、とも
に責任も分かち合い、男性も女性も個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現
に向けた取り組みを進めています。
　しかしながら、いまだに「男性は仕事、女性は家庭」といった固定的な性別役割分担意識が存
在しています。さらには数々の災害時の教訓から、避難所における女性への配慮など、一人ひと
りの状況に応じた対応の必要性が改めて認識されています。
　また、少子高齢化により労働力人口が減少する中、地域社会の活性化を図るためには、意欲
と能力を持った女性が社会で積極的に活躍できる環境づくりが必要です。そこで、当町では、こ
れらの社会情勢や課題に対応するため、酒々井町男女共同参画計画を策定しました。

　この計画は、「男女共同参画社会基本法」に基づく、酒々井町における男女共同参画社会の形
成を促進するための基本計画となるものです。 また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護に関する法律（ＤＶ防止法）」に基づく基本計画、及び「女性の職業生活における活躍の推
進に関する法律（女性活躍推進法）」に基づく推進計画と位置づけ、一体的な施策の推進を図り
ます。 

　この計画の期間は、令和４年度から令和８年度までの５年間とします。なお、社会情勢の変化
や本計画の進行状況等を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。
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目標 基本目標 基本的な課題 施　　　　　策

１　男女共同参画の意
識づくり

２　男女が互いを尊重
できる教育・学習
の充実

１　ワーク・ライフ・
バランスの推進

２　労働の場における
男女共同参画の推
進

３　政策・方針決定過
程における男女共
同参画の推進

１　あらゆる暴力の根
絶と人権の尊重

２　生涯を通じた健康
づくりの推進

３　防災・防犯分野に
おける男女共同参
画の推進

４　誰もが安心して暮
らせる環境整備

①男女共同参画に関する啓発活動
②男女共同参画に関する調査研
究、情報の収集、提供

①学校教育における男女共同参画
の推進
②社会教育における男女共同参画
の推進

①ワーク・ライフ・バランスの普
及啓発
②子育て・介護への支援
③家庭や地域活動における男女共
同参画の推進

①雇用の分野における男女の均等
な機会と待遇の確保
②農業における男女共同参画の推進
③意欲と能力を生かす再就職に向
けた支援

①政策・方針決定過程への男女共
同参画の推進

①DVの根絶と被害者への支援
②児童虐待の根絶と被害者への支援
③人権侵害を許さない社会づくり

①生涯を通じた健康支援の推進
②妊娠・出産に関する支援

①男女共同参画の視点を取り入れ
た防災・防犯対策の推進

①高齢者、障害者支援の充実
②ひとり親家庭支援の充実
③多文化共生の推進
④社会生活上の困難を抱えている
方（性的指向・性自認など）へ
の理解促進


